
最終改定日２０２６年０５月３１日 

 

KNOCK OUT GYM 会員規約 

 

第１条 

会員は、本規約を遵守しなければならない。 

 

第２条 

入会にあたっては、原則として以下の入会金・入会手続き手数料を支払うこと。 

 

  ・入会金：１６,５００円（税込み） 

  ・入会手続き手数料：３,３００円（税込み） 

 

第３条 

会員は練習への参加不参加にかかわらず、KNOCK OUT GYM の定める方法で毎月以下の会費を

支払うこと。 

 

  ・一般男性：１３,２００円（税込み） 

  ・一般女性：１１,０００円（税込み） 

  ・大学生以下（高・中・小・キッズ）：８,８００円（税込み） 

 

第４条 

会員が以下の行為をおこなった場合、強制的に退会とする。 

 

（１）会則を遵守しなかったとき。 

（２）反社会的な行為をおこなうなど、KNOCK OUT GYM の名誉を著しく傷つけたとき。 

（３）会費その他の債務を滞納し会社からの催促に応じないとき。 

 

第５条 

会員は退会を希望する場合、所定の手続きを完了し、KNOCK OUT GYM がそれを確認するまで

は、いかなる理由があろうとも月会費を納める義務を有する。なお、退会手続きは原則としてその

月の１０日を締め切りとし、それ以降は翌月までの在籍となる。また、一旦納められた会費はKNOCK 

OUT GYM から返却されることはない。 

 

第 6 条 

器物や施設に対し、故意に損傷を与えないこと。故意に損傷を与えた場合は、その損害賠償を受

け入れること。 



第 7 条 

KNOCK OUT GYM における練習・試合および行事にて起きた怪我や事故について、会員は一切

の補償を請求しないこと。 

 

第 8 条 

会員の転居・転職・進学などで入会申し込み時に申請した内容に変更があった場合、会員は速や

かに申し出ること。 

 

第 9 条 

他ジム・他道場への交流制度を初めて利用する際には、必ず当ジム責任者に報告・相談をして了

承を得ること。 

 

第１０条 

他ジム・他道場への転籍を希望する際は、当ジムを退会した上で、転籍先の規約に準じて手続き

をおこなうこと。          

 

第１１条 

他ジム所属のプロ選手は、当ジムへの入会を不可とする。 

 

第１２条 

入会金および入会初月の１か月分の月会費が無料となるキャンペーンの利用期間は６カ月、 

入会金および入会初月と翌月の２ヶ月分の月会費が無料となるキャンペーンの利用期間は１２ 

カ月を前提とする。必ずしも前提としている利用期間で契約いただく必要はなく、途中で解約する

ことを可能とする。 

なお、本キャンペーンにより入会した会員が、利用期間前に退会する場合、および第１３条の停

止処分をうけ退会する場合は、本キャンペーンを利用せず普通入会したものとし、キャンペーン申

込時に無料となった入会金および月会費の全額を退会申告時に現金にて支払うものとする。 

 

第１３条 

 会費などの未納が 2 か月以上継続した場合、事前の通知なく当ジムの会員資格の停止、および入

館権限の停止を行うことができるものとする。 

 なお、当ジムの利用停止期間中であっても、未納分の会費についての支払い義務は消滅しないも

のとする。 

また、未納分の会費などを支払うことで、当ジムの継続利用を可能とする。 

 

 

 

 



附則 

本規約は、２０２１年８月１日より実施します。 

 

改訂履歴 

２０２１年１２月２０日 キャンペーン変更に伴い第 12 条を追加。 

２０２３年０４月１７日 第 1２条に途中解約可能な旨を明記。 

２０２６年０５月３１日 第 1３条にジム会費未納時の会員資格停止および入館権限停止 

について明記。 

 

 

以上 


